
「安全・安心なまちづくり」に関する取組について          

                                             令和６年 12 月 19 日 

環境県民局県民活動課 

 

プラン体系 項 目 取組内容等 

意
識
づ
く
り 

犯罪情報等の 

発信・共有 

市町や町内会等

と連携した情報

発信 

安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイトの運営 

○ 地域の取組、地域活動を支援する情報やノウハウを発信提供 

・子供の安全・防犯・交通安全に関する地域活動情報、教材・資料の提供 

※令和５年度月平均アクセス件数：約2,210件（年間アクセス件数26,527件） 

規範意識の向上 

地域・学校にお

ける青少年健全

育成の促進 

地域安全マップづくり支援 

○ 小学校を中心とした「地域安全マップづくり」の定着支援 

・「地域安全マップづくり」大学生ボランティア研修会の開催（６月８日開催） 

・指導者の派遣を希望する小学校と大学生ボランティアとのマッチング 

（令和６年度：《実施済み》10/9に広島市内の１小学校で実施 

《実施予定》11/15、12/6 、1/24に東広島市の３小学校で実施） 

被害者も加害者

も出さないまち

づくりに向けた

気運の醸成 

犯罪被害者・同支援制度への理解と広報啓発 

○ 「広島県犯罪被害者等支援条例」の制定（令和４年４月１日施行）及び「犯罪

被害者等支援に関する取組方針」の策定 

 ・有識者等による犯罪被害者等支援推進会議の開催（令和６年９月５日） 

○ 犯罪被害者週間における広報啓発活動（11／25～12／1） 

・関係団体等と連携した街頭キャンペーンの実施（11／25予定） 

地
域
づ
く
り 

子供・女性・高齢

者等の安全確保 

子供・女性の犯

罪被害防止対策

等の推進 

子供の被害防止の啓発 

○ 被害防止ガイド「犯罪の被害にあわないために」を県ＨＰに掲載 

持続可能な自主

防犯活動の推進 

防犯ボランティ

ア団体等の活動

の活性・定着化 

減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ団体・事業者登録制度の運用 

○ 防犯や交通安全活動を行う団体や事業者を登録し、活動状況を県ＨＰに掲載   

健全で魅力ある

まちづくりの推

進 

市町との連携に

よる安全・安心

なまちづくりの

推進 

安全・安心なまちづくり施策に関する情報共有 

○ 安全・安心なまちづくり市区町担当課長等会議の開催 

・市区町担当課に、関係機関(警察、教育委員会、県)の施策、自治体からの取組

紹介等の資料を配布 

環
境
づ
く
り 

安全・安心を支

える体制と基盤

の整備 

通報・相談窓口

の充実と情報の

共有化 

犯罪被害者等支援窓口の運営 

○ 県内すべての市町に犯罪被害者支援総合窓口を設置 

犯罪被害者等支援施策に関する情報の共有等 

○ 犯罪被害者等支援施策市町担当課長会議等により市町との情報共有や、市町 

への助言・支援を実施 

○ 被害者支援関係職員・養護教諭・大学生（心理専攻）を対象とした研修の実施 

（令和６年８月１９日に参集・オンライン併用で開催） 

犯罪被害者等へ

の支援の充実 

犯罪被害者等に対する情報提供、相談体制の充実 

○ 保健医療・福祉制度やサービス提供事業者の情報提供や要望に応じて付き添 

い支援を実施 

○ 「広島県二次被害防止・軽減支援金」制度の運用開始（上限 23 万円を支給） 

○ 「重大事案発生時における犯罪被害者等支援の申合せ事項」の整備 

（令和５年４月１日運用開始） 

性被害ワンストップセンターひろしまの運営 

○ 性被害に遭われた方が、被害を抱え込まず、安心して被害直後から総合的な 

支援を受けることができる専用相談窓口を設置運営 

 ・電話相談 24 時間 365 日対応（Ｗｅｂによる面接相談申込みの受付） 

 ・全国共通短縮ダイヤル＃８８９１（早くワン（ストップ））の開始 

 ・面接相談、病院・警察等への同行支援、証拠資料採取の取組を開始 

 ・専門支援（医療機関受診、法律相談、心理カウンセリング等） 

  医療費、法律相談、心理カウンセリング等費用の公費負担制度あり 

○ 認知度向上のための広報啓発活動 

 ・相談ダイヤル周知のための広報の実施（SNS・広報動画等の活用） 

・リーフレット及びステッカーの配布（県内全ての小学校・中学校・高校へ配 

布するほか、各市町、県関係施設、各種集客施設、医療機関等への貼付依頼） 

広島県青少年健

全育成条例の一

部改正 

青少年の性被害の防止・携帯電話等のフィルタリング利用促進 

○ 見出しの条例を一部改正し、１８歳未満の青少年を性被害から防止するための 

規定や携帯電話等のフィルタリング利用促進に関する規定を新設 

（令和７年１月１日施行予定） 

参考資料１－１ 


